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※厚生労働省ホームページより抜粋 

 4 月からパートタイム労働法が改正になります。  

左は厚労省が出しているリーフレットですが、これ

を使って内容を簡単にご説明させていただきます。 

 これまでも「正社員と差別的な取り扱いが禁止さ

れるパートタイム労働者」の対象者には賃金の決

定・教育訓練・福利厚生施設の利用などについて差

別的取扱いをしてはならないという規定がありま

した。今回その対象者の範囲が広がった、というも

のです。 

 では改正後の対象者の範囲とは・・・①職務の内

容が正社員と同一である ②人材活用の仕組み(転

勤・人事異動の有無や範囲)が正社員と同一である 

①②両方に当てはまるパートさんは有期雇用者で

あっても対象者となります(現行では有期雇用者は

除外されています)ので、差別的取扱いが禁止され

ます。ここで気を付けていただきたいのは、すべて

のパートさんの待遇を正社員と相違させてはいけ

ないというわけではない、というところです。 

 実務的に重要になってくるのは 2「パートタイム

労働者の納得性を高めるための措置」です。「雇用

管理の改善措置の内容についての説明」とは具体的

にどんなことかといいますと、①賃金制度はどうな

っているか②どのような教育訓練があるか③どの

福利厚生施設が利用できるか④どのような正社員

転換推進措置があるかなどです。これらの説明を雇

入れ時にしてください。 

 左には書かれていませんが「パートタイム労働者

からの相談に対応するための体制整備の義務」(法

第 16 条)の新設と「相談窓口の周知」(施行規則第 2

条)の義務も追加となりました。パートさんからの

相談担当者を決めるなどして、「相談窓口：担当者

氏名(担当部署でもいい)」として雇用契約書(労働条

件通知書)に明示してください。 

 3 月の予定 

労務 3/1～3/31 2 月分社会保険料の納付 

労務 3/1～3/10 2 月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額

 の納付 

※全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、例年 3 月分(4 月納付

分)から変更となりますが、今年は 4 月分(5 月納付分)から変更となる見通

しです。健康保険組合保険料率に関しては各組合にお問い合わせください。 
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